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青森県公共事業再評価等実施細目 様式２（第３関係）の 

一部改正について 
 

 

１ 改正理由 

（１）費用項目及び便益項目の増減について 

  ・ 費用及び便益の額は、評価時点の価値に換算して算定しているため、単純に比較

できない。 

  ・ 費用及び効果については、当初計画時と再評価時の額の記載のみであるため、直

近の変化（前回評価時点から再評価時点までの変化）を把握できない。 

 

（２）道路事業における工区別及び路線一体のＢ/Ｃの表記について 

 ・ 国土交通省「複数の区間又は箇所を一体とした評価の運用（R3.11.8）」により、 

「複数の区間又は箇所が一体となって効果を発揮する道路ネットワークについては、 

それらをまとめて評価を行うことができるものとする。」とされた。 

 ・ 工区別の評価では、道路ネットワークとしての路線一体のＢ/Ｃを評価できない。 

 

 

２ 改正案 

（１）費用項目及び便益項目の増減について 

  ・ 費用項目・便益項目の「増減」欄を削除 

・ 「当初計画時」「再評価時」に加え、「前回評価時」欄を追加 

 

（２）道路事業における工区別及び路線一体のＢ/Ｃの表記について 

  ・ 道路事業において路線一体評価でＢ/Ｃを記載する際に、様式内にその旨を付記 

 

 

 

 

令和５年８月22日 



青森県公共事業再評価等実施細目 様式２（第３関係） 

旧（改正前） 新（改正案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本ページは修正なし 
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・ ・

・ ・

（２／３）

整理番号 Ｈ27－□

（２）　社会経済情勢の変化 Ａ Ｂ Ｃ

必 要 性

（県実施の妥当性、適地性、規模・内容の妥当性）

a  ． b 

適 時 性

（関連事業の有無・内容、ライフライン関連事業等）

a  ． b 

社
会
的
評
価

全国・本県に
おける評価

【全国の評価】 【県内の評価】

当地区におけ
る評価

地 元 の
推進体制等

（事業の円滑な実施が見込まれる事業環境が整っているかどうか）
（《内容例》　地域住民の理解度・合意形成の状況／受益者の同意状況（同意率）／地権者の同意状況／協力組織等地元の

　　　　　　　事業推進体制の状況と同組織の活動状況／地元との協議進捗状況／地域の要望／市町村の支援や体制の状況／

　　　　　　　計画の熟度／達成見込み（事業実施に対する障害の有無）等） a  ． b 

効 率 性

（通常のＢ／Ｃでは算定されない効果がある場合、又はＢ／Ｃが算定されない事業の効果がある場合に記入）
（その他事業手法の適切性等を記入）

（３）　費用対効果分析の要因変化 Ａ Ｂ Ｃ

区  分 主  な  項  目 当初計画時 再評価時 増　　減

費用項目
（Ｃ）

（１） 百万円 百万円 0 百万円

（２） 百万円 百万円 0 百万円

（３） 百万円 百万円 0 百万円

0 百万円

（５） 百万円 百万円 0 百万円

（４） 百万円 百万円

百万円

便益項目
（Ｂ）

（１） 百万円 百万円 0 百万円

総 費 用 -           百万円 -           百万円 0

0 百万円

（３） 百万円 百万円 0 百万円

（２） 百万円 百万円

0 百万円

（５） 百万円 百万円 0 百万円

（４） 百万円 百万円

計画時との比較

【計画時との比較における要因変化】

a  ． b

百万円

Ｂ ／ Ｃ

費用対効果分析
（Ｂ／Ｃ）

【費用対効果分析手法】（分析手法、根拠マニュアル等）

a  ． b 

総 便 益 -           百万円 -           百万円 0
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※本ページは修正なし 
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公共事業評価に係る様式の一部改正について

改正前 改正案

【改正理由及び改正案】

① ・ 費用及び便益の額は、評価時点の価値に換算して算定しているため、単純に比較できない。
・ 費用及び効果については、当初計画時と再評価時の額の記載のみであるため、直近の変化（直近評価時点から再評価
時点までの変化）を把握できない。

⇒・ 費用項目・便益項目の「増減」欄を削除
・ 「当初計画時」「再評価時」に加え、「前回評価時」欄を追加

①

②

② ・ 国土交通省「複数の区間又は箇所を一体とした評価の運用（R3.11.8）」により、「複数の区間又は箇所が一体となって効果
を発揮する道路ネットワークについては、それらをまとめて評価を行うことができるものとする。」とされた。
・ 工区別の評価では、道路ネットワークとしての区間全体のＢ/Ｃを適切に評価できない。

⇒・道路事業において路線一体評価でＢ/Ｃを記載する際に、様式内にその旨を付記

費用対効果分析の要因変化
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